
第3７4回（令和８年 2月）定例会

意見書案等整理表
令和８年３月 13日

番

号
件 名

提出

会派

等

案に対する態度

摘要
自 維 公 民

決

１

北朝鮮による日本人拉致問題に対する理

解を深めるための広報啓発を推進する決

議

座長 〇 〇 ○ 〇

意

１

クビアカツヤカミキリ等の特定外来生物に

対する防除対策の強化を求める意見書
自 － 〇 ○ 〇

意

２

道路等社会インフラの老朽化対策の更な

る拡充・強化を求める意見書
自 － 〇 ○ 〇

意

３

令和８年度臨時応急的な障害福祉サービ

ス等報酬の見直しに関する意見書
維 △ － △ 〇

意

４

播磨灘における養殖マガキの大量へい死

対策の強化を求める意見書
維 〇 － ○ 〇

意

５

高病原性鳥インフルエンザの対策強化を

求める意見書
公 〇 〇 － 〇

意

６

地方の福祉人材確保の取組に向けた財政

措置を求める意見書
公 〇 〇 － 〇

意

７

警察職員に対する不当な攻撃から組織を

守るための対策強化を求める意見書
民 × × × －

備考 ○：概ね原案どおり賛成 △：修文のうえ賛成 ×：当該案に反対 ―：自会派提案

資料２



第 374回（令和８年 2月）定例会

決議・意見書案に対する態度

【会派名：自民党】

番

号
件名

提出

会派
態度 理由

決

１

北朝鮮による日本人拉致問

題に対する理解を深めるため

の広報啓発を推進する決議

座長 〇

意

１

クビアカツヤカミキリ等の特

定外来生物に対する防除対

策の強化を求める意見書

自 －

意

２

道路等社会インフラの老朽化

対策の更なる拡充・強化を求

める意見書

自 －

意

３

令和８年度臨時応急的な障害

福祉サービス等報酬の見直し

に関する意見書

維 △

次のとおり修正すべき。

・令和８年２月１８日開催の「障害福祉サー

ビス等報酬改定検討チーム」にて、令和８

年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

が示され、一律ではなく配慮措置が設けら

れていることから、現状に即し一部文言を

追記・削除。

（別添資料参照）

意

４

播磨灘における養殖マガキの

大量へい死対策の強化を求

める意見書

維 〇 原案どおり賛同する。

意

５

高病原性鳥インフルエンザの

対策強化を求める意見書
公 〇 原案どおり賛同する。

意

６

地方の福祉人材確保の取組

に向けた財政措置を求める意

見書

公 〇 原案どおり賛同する。

意

７

警察職員に対する不当な攻

撃から組織を守るための対策

強化を求める意見書

民 ×

次の理由から賛同できない

・警察職員に対する悪質な言動や不当要求

に対し、警察職員の安全・健康を確保する

ことについては理解を示すものの、一方

で、警察は、その責務を全うするため、その

権限を濫用することがあってはならないと

警察法に定められており、その対応にあた

っては個別具体の事案ごとに慎重に判断

する必要がある。

・ウェアラブルカメラの活用等、既に職務執

行の適正性を確保するための試行がなさ

れいる。



（自民修文案）意 ３

意見書案 第 号 （維新の会）

令和８年度臨時応急的な障害福祉サービス等報酬の見直しに関する意見書

令和７年 12月 16日に開催された国の「障害福祉サービス等報酬改定検討チ

ーム」において、障害福祉サービス等に係る予算額の急増の抑制のため、一部

サービスにおける新規事業所の基本報酬引下げなど、令和８年度に臨時応急的

な見直しを実施する案が示された。

しかしながら、事業所の運営の根幹である基本報酬については、本来、令和

９年度報酬改定時に見直しが行われるべきものである。

また、一部サービスにおける新規事業所の基本報酬引下げについては、事実

上の参入規制であり、地域におけるサービスの充足状況に差がある中、全国一

律に行う必要があるかは疑問である。また、報酬の引下げが実施された場合、

新規事業所のサービスの質の低下が懸念される。

以上のことから下記の対応を求める。

記

１ 令和８年度の臨時応急的な報酬の見直しに当たっては、地域におけるサー

ビスの充足状況や利用者ニーズもを十分に勘案し、新規事業所への全国一律

の報酬引下げを行わないサービスの質の低下を招かないようにすること。

２ 障害福祉サービス等に係る予算額の急増の抑止の必要性は理解できるもの

の、それを新規事業所の参入規制で対応することは疑問である。報酬の見直

しについては既存の事業所も対象に、サービスの質を客観的な指標で「見え

る化」し、基本報酬を定めるべきで「量でなく質」による対応を行うこと。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。



第 374回（令和８年 2月）定例会

決議・意見書案に対する態度

【会派名：維新の会】

番

号
件名

提出

会派
態度 理由

決

１

北朝鮮による日本人拉致問

題に対する理解を深めるため

の広報啓発を推進する決議

座長 〇

意

１

クビアカツヤカミキリ等の特

定外来生物に対する防除対

策の強化を求める意見書

自 〇

意

２

道路等社会インフラの老朽化

対策の更なる拡充・強化を求

める意見書

自 〇

意

３

令和８年度臨時応急的な障害

福祉サービス等報酬の見直し

に関する意見書

維 －

意

４

播磨灘における養殖マガキの

大量へい死対策の強化を求

める意見書

維 －

意

５

高病原性鳥インフルエンザの

対策強化を求める意見書
公 〇

意

６

地方の福祉人材確保の取組

に向けた財政措置を求める意

見書

公 〇

意

７

警察職員に対する不当な攻

撃から組織を守るための対策

強化を求める意見書

民 ×

警察官は、国民の生命や財産を守るた

めに、厳格な服務規律と上命下服の規律

が必要とされます。この職務の特殊性か

ら、他の公務員では与えられる団結権が

警察官は認められていません。

また、公権力の最前線にいる警察官は

カスタマーハラスメント対策の名の下に

市民の権利行使を抑制するものであって

はなりません。抑止的であるべきです。

制度としては、警察官のカスタマーハ

ラスメント対策は国全体の警察活動を所

管する警察庁が大枠を決めて、地域の実

情に応じて各県警本部が対応を決めるこ

ととなっています。

令和5年5月11日から福岡県警は、カス

タマーハラスメント対策を県警独自で実

施しています。

県議会として兵庫県警に申入れ等を行

えば良い話であり、意見書として国に要

望することは反対です。



第 374回（令和８年 2月）定例会

決議・意見書案に対する態度

【会派名：公明党 】

番

号
件名

提出

会派
態度 理由

決

１

北朝鮮による日本人拉致問

題に対する理解を深めるため

の広報啓発を推進する決議

座長 ○

意

１

クビアカツヤカミキリ等の特

定外来生物に対する防除対

策の強化を求める意見書

自 ○

意

２

道路等社会インフラの老朽化

対策の更なる拡充・強化を求

める意見書

自 ○

意

３

令和８年度臨時応急的な障害

福祉サービス等報酬の見直し

に関する意見書

維 △
次のとおり修正すべき

（別紙修文案参照）

意

４

播磨灘における養殖マガキの

大量へい死対策の強化を求

める意見書

維 ○

意

５

高病原性鳥インフルエンザの

対策強化を求める意見書
公 －

意

６

地方の福祉人材確保の取組

に向けた財政措置を求める意

見書

公 －

意

７

警察職員に対する不当な攻

撃から組織を守るための対策

強化を求める意見書

民 ×
現状においても、違法行為に対しては公務

執行妨害罪等での対応が可能であるた

め。

（備考） 「態度」欄 ○：概ね原案どおり賛成 △：修文のうえ賛成 ×：当該案に反対 －：自会派提案

※ △で修文を求める場合は、修文の具体的な文案を書面でお示し願います。



（公明修文案）意 ３

意見書案 第 号 （維新の会）

令和８年度臨時応急的な障害福祉サービス等報酬の見直しに関する意見書

令和７年 12月 16日に開催された国の「障害福祉サービス等報酬改定検討チ

ーム」において、障害福祉サービス等に係る予算額の急増の抑制のため、一部

サービスにおける新規事業所の基本報酬引下げなど、令和８年度に臨時応急的

な見直しを実施する案が示された。

しかしながら、事業所の運営の根幹である基本報酬については、本来、令和

９年度報酬改定時に見直しが行われるべきものである。

また、一部サービスにおける新規事業所の基本報酬引下げについては、事実

上の参入規制であり、地域におけるサービスの充足状況に差がある中、全国一

律に行う必要があるかは疑問である。また、報酬の引下げが実施された場合、

新規事業所のサービスの質の低下が懸念される。

以上のことから下記の対応を求める。

記

１ 令和８年度の臨時応急的な報酬の見直しに当たっては、地域におけるサー

ビスの充足状況や利用者ニーズも勘案し、重度障害児者や特別地域加算対象

地域等の事業所に関しては、一定の配慮措置がされているものの、その対象

外となる新規事業所への全国一律の報酬引下げを行わないこと。

２ 障害福祉サービス等に係る予算額の急増の抑止の必要性は理解できるもの

の、それを新規事業所の参入規制一部のサービスにおける新規事業所の報酬

引下げ等で対応することは疑問である。既存の事業所も対象に、サービスの

質を客観的な指標で「見える化」し、基本報酬を定めるべきで「量でなく質」

による対応を行うこと。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。



第 374回（令和８年 2月）定例会

決議・意見書案に対する態度

【会派名：ひょうご県民連合】

番

号
件名

提出

会派
態度 理由

決

１

北朝鮮による日本人拉致問

題に対する理解を深めるため

の広報啓発を推進する決議

座長 〇 概ね原案のとおり賛成

意

１

クビアカツヤカミキリ等の特

定外来生物に対する防除対

策の強化を求める意見書

自 〇 概ね原案のとおり賛成

意

２

道路等社会インフラの老朽化

対策の更なる拡充・強化を求

める意見書

自 〇 概ね原案のとおり賛成

意

３

令和８年度臨時応急的な障害

福祉サービス等報酬の見直し

に関する意見書

維 〇 概ね原案のとおり賛成

意

４

播磨灘における養殖マガキの

大量へい死対策の強化を求

める意見書

維 〇 概ね原案のとおり賛成

意

５

高病原性鳥インフルエンザの

対策強化を求める意見書
公 〇 概ね原案のとおり賛成

意

６

地方の福祉人材確保の取組

に向けた財政措置を求める意

見書

公 〇 概ね原案のとおり賛成

意

７

警察職員に対する不当な攻

撃から組織を守るための対策

強化を求める意見書

民 －

（備考） 「態度」欄 ○：概ね原案どおり賛成 △：修文のうえ賛成 ×：当該案に反対 －：自会派提案

※ △で修文を求める場合は、修文の具体的な文案を書面でお示し願います。
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